
大 阪 広 域 水 道 企 業 団 会 計 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 の あ ら ま し  

 

１  平 成 25年 度 よ り 構 成 団 体 か ら の 個 別 業 務 （ 設 計 ・ 工 事 ） の 受 託 事 業

を 実 施 す る た め 、 所 要 の 改 正 を 行 い ま す 。  

 

２  そ の 他 、 必 要 な 勘 定 科 目 の 整 理 を 行 い ま す 。  

 

３  こ の 規 程 は 、 平 成 25年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 し ま す 。  

 

 

 


